
呉市居住安定援助賃貸住宅事業の認定等に係る事務処理要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法

律（平成１９年法律第１１２号。以下「法」という。）第４０条に規定する居住

安定援助計画（以下「計画」という。）の認定等の実施に関して，法及び国土交

通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

法律施行規則（平成２９年厚生労働省・国土交通省令第１号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか，必要な事項を定めることにより，事務の円滑な実施

に資することを目的とする。 

（計画の認定申請） 

第２条 法第４０条に規定する計画の認定申請を受けようとする者（以下「申請者」  

という。）は，規則第５条に規定する申請書及び規則第８条に規定する添付書類 

を添えて，居住サポート住宅情報提供システム（以下「システム」という。）に 

より，市長に提出するものとする。 

（事前相談） 

第３条 申請者は，前条の認定申請及び第６条の変更申請を行う場合は，当該申請

内容について，都市部住宅政策課へ事前相談を行うこととする。 

（認定通知） 

第４条 市長は，認定申請に係る計画が認定基準に適合する場合は，居住安定援助 

計画認定通知書（第１号様式）により申請者に通知するものとする。 

（認定しない旨の通知） 

第５条 市長は，認定申請に係る計画が認定基準に適合しない場合は，居住安定援 

助計画を認定しない旨の通知書（第２号様式）により申請者に通知するものとす 

る。 

（計画の変更申請） 

第６条 計画の認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）が，法第４４条の 

規定により計画の変更をする場合は，規則第２２条に規定する申請書及び同条第 

２項に規定する添付書類を添えて，システムにより，市長に提出するものとする。 

（変更の認定通知） 

第７条 市長は，前条の計画が，認定基準に適合する場合は，居住安定援助計画変 

更認定通知書（第３号様式）により認定事業者に通知するものとする。 

（軽微な変更の届出） 

第８条 認定事業者が，規則第２１条による軽微な変更をしようとするときは，シ 

ステムにより，市長に届け出るものとする。 

（専用賃貸住宅の目的外使用） 

第９条 認定事業者は，法第５０条の規定により，目的外使用の申請をしようとす

るときは，規則第３２条に規定する申請書を，システムにより，市長に提出する

ものとする。 

２ 市長は，前項の申請を承認するときは，目的外使用に係る承認通知書（第４号

様式）により認定事業者に通知するものとする。 

（廃止） 

第１０条 認定事業者は，法第４４条第３項の規定により，居住安定援助賃貸住宅 

事業を廃止するときは，規則第２３条に規定する届出書を，システムにより，市 



長に届け出するものとする。 

２ 市長は，前項の届出があったときは，廃止に関する公示を行うこととする。 

（地位の継承） 

第１１条 法第４５条の規定により，地位の承継の承認を受けようとする者は，規 

則第２４条に規定する申請書に，地位の承継の事実を証する書類（以下「証明書 

類」という。）及びその写しを添えて，システムにより，市長に提出するものと 

する。 

２ 市長は，前項の申請を承認したときは，規則第２５条に規定する通知書に証明 

書類を添えて，当該承認を受けた者に通知するものとする。 

（定期報告） 

第１２条 認定事業者は，法第４９条の規定により，認定計画に基づく居住安定援 

助賃貸住宅事業の実施の状況等について，規則第３０条第２項に規定する報告書 

を認定計画ごとに作成し，システムにより，毎年６月３０日までに市長に報告す 

るものとする。 

（報告徴収及び立入検査） 

第１３条 法第５４条の規定により市長が報告を求める場合は，居住安定援助賃貸

住宅事業状況報告依頼書（第５号様式）により認定事業者に通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知を受けた認定事業者は，市長が指定する日までに，居住

安定援助賃貸住宅事業状況報告書（第６号様式）を提出するものとする。 

３ 法第５４条第１項の規定による立入検査は，市長の指示を受けた者（以下「立

入検査員」という。）が行う。 

４ 前項の立入検査を行う立入検査員は，居住安定援助賃貸住宅立入検査員証（第

７号様式）を携帯し，認定事業者その他関係者に提示しなければならない。 

５ 立入検査員は，第３項の立入検査を実施したときは，速やかにその結果を市長

に報告するとともに，認定事業者にも通知するものとする。 

（改善命令） 

第１４条 法第５５条の規定による改善命令は，居住安定援助賃貸住宅事業改善命 

令書（第８号様式）により，認定事業者に通知するものとする。 

（改善状況報告） 

第１５条 前条の規定により，必要な措置をとるべきことを命令された認定事業者

は，速やかに措置を講じ，居住安定援助賃貸住宅事業改善状況報告書（第９号様

式）を提出することにより，その結果を市長に報告するものとする。 

（認定の取消しの通知） 

第１６条 市長は，法第５６条第３項の認定の取消しの通知を行うときは，居住安

定援助計画認定取消通知書（第１０号様式）により通知するものとする。  

   付 則 

 この要綱は，令和７年１０月１日から実施する。 

 

 

 


